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「新規取引希望事業者登録」に係る有効期間の延長について 

 

 

 現在登録中の「新規取引希望事業者登録」の登録有効期間は、平成２２年３月３１日ま

でとさせていただいておりましたが、今般、発注業務を含む当財団の事業見直しを検討す

るにあたり、事業者登録の有効期限を平成２３年３月３１日まで１年間延長させていただ

くことといたしました。 

 したがいまして、現在登録中の事業者の皆様におかれましては、登録情報の変更や取消

しが無い場合は、更新等の手続きをしていただく必要はありませんのでその旨ご留意くだ

さい。 
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